
      

 

 

令和８年２月２４日 １５時３０分 

近 畿 地 方 整 備 局 

 

建設業法第２８条の規定に基づく監督処分について 

 

近畿地方整備局は下記の建設業者に対して、建設業法の規定に基づく監督処分を行いました。 

 

 

 

１．処分対象業者 

商 号 ： 東洋シヤッター株式会社 

        フクシマガリレイ株式会社 

        積水樹脂株式会社 

 

２．処分内容 

 別紙の通り 

 

３．処分理由 

 別紙の通り 

 

 

 ＜取扱い＞ 

 

 ＜配布場所＞  近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ 

 

 ＜問合せ先＞ 

   国土交通省 近畿地方整備局          こやま ゆう 
  建政部 建設産業第一課  課  長 小山 祐 （内線６１４１） 
                        こうづ  たくや 

               課長補佐 髙津 卓也  （内線６１４４） 
 
                              電話 ０６－６９４２－１１４１（代） 
                       

 



    

 

 

                          

 令和８年２月２４日 

近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課 

 

建設業者に対する監督処分について 

 

本日、国土交通省近畿地方整備局長は、下記のとおり建設業法（昭和２４年法律第１００

号）に基づく監督処分を行いました。 

 

記 

 

１．処分対象業者  

商   号：東洋シヤッター株式会社  

  許可番号等：国土交通大臣（般－４）第１９５９号 

  代表者氏名：岡田 敏夫  

  本店所在地：大阪府大阪市中央区南船場２－３－２ 南船場ハートビル１２階  

 

２．処分内容 

   建設業法第２８条第３項の規定に基づく営業の停止命令 

１ 期間 

令和８年３月１１日から令和８年３月２０日までの１０日間 

２ 停止を命ずる営業の範囲 

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千
葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、福岡県、佐賀
県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県における建具工事業に関する営
業。 

 

３．処分理由 

  上記の建設業者は建設業法施行令第１条の２に規定する額を超える下請契約を、建設業許可

を有しない者との間で締結していた。 

このことは、建設業法第２８条第１項第６号に該当する。 

 
  
  

 

 

 

 

 



    

 

 令和８年２月２４日 

近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課 

 

建設業者に対する監督処分について 

 

本日、国土交通省近畿地方整備局長は、下記のとおり建設業法（昭和２４年法律第１００

号）に基づく監督処分を行いました。 

 

記 

 

１．処分対象業者  

商   号：フクシマガリレイ株式会社  

  許可番号等：国土交通大臣（般・特－７）第１３０７０号 

  代表者氏名：福島 豪  

  本店所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島２－６－１８  

 

２．処分内容 

   建設業法第２８条第３項の規定に基づく営業の停止命令 

１ 期間 

令和８年３月１１日から令和８年３月１３日までの３日間 

２ 停止を命ずる営業の範囲 

全国における管工事業、熱絶縁工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 
 

３．処分理由 

 上記の建設業者は本社工事部の労働者２名に対し、同社において締結した労働基準法第
３６条に基づく労使協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせ、また１ヶ月１０
０時間以上の時間外労働及び休日労働、連続する複数月を平均して１ヶ月８０時間超えの
時間外労働及び休日労働を行わせたとして、大阪労働局から大阪地方検察庁に書類送検さ
れ、令和６年１２月４日付けで同社及び役員２名に対し、罰金３０万円の略式命令が出さ
れた。 

このことが、建設業法第２８条第１項第３号に該当すると認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 令和８年２月２４日 

近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課 

 

建設業者に対する監督処分について 

 

本日、国土交通省近畿地方整備局長は、下記のとおり建設業法（昭和２４年法律第１００

号）に基づく監督処分を行いました。 

 

記 

 

１．処分対象業者  

商   号：積水樹脂株式会社  

  許可番号等：国土交通大臣（般・特－３）第６３５０号 

  代表者氏名：馬場 浩志  

  本店所在地：大阪府大阪市北区梅田２－６－２０  

 

２．処分内容 

 建設業法第２８条第１項の規定に基づく指示処分 

１ 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じる

こと。 

  １）今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底す

ること。 

  ２）社内の業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備・強化を図る

こと。 

  ３）建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育（以下、「研修等」とい

う。）の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 

   

２ 前項各号について講じた措置（貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合

にはこれを含む。）を速やかに文書をもって報告すること。 

 

３．処分理由 

  上記の建設業者は建設業法第２６条第１項で定める主任技術者の設置が必要とされる工事にお

いて、資格要件を満たさない者を主任技術者として配置していた。 

  以上のことが、建設業法第２８条第１項第２号該当すると認められる。 

 

 




